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林　　　　業

農林漁業
セーフティーネット資金

農林漁業施設資金
（災害復旧等）

農業経営基盤強化資金
（スーパーＬ資金） 経営体育成強化資金 農業近代化資金 農業経営負担軽減支援資金 林業施設整備等利子助成事業

林業信用保証事業 漁業近代化資金 漁業経営維持安定資金

・長期運転資金 ・設備資金 ・設備資金 ・設備資金 ・設備資金 ・設備資金

・長期運転資金 ・借換資金 ・長期運転資金

・長期運転資金 ・長期運転資金

対  象 者

①認定農業者
②主業農林漁業者
③認定新規就農者
④集落営農組織

・農林漁業を営む者  等

・認定農業者
・農業を営む者
（主業農業者、認定新規就農
者、集落営農組織など）

・認定農業者 ・負債の償還が困難な農業者 ・被災林業者等

・漁業を営む個人
・漁業生産組合
・漁業を営む法人
・水産加工業者
・漁業協同組合

・再建計画の認定を受けた中小漁
業者

融資機関 日本政策金融公庫 日本政策金融公庫 日本政策金融公庫 日本政策金融公庫 農協・その他金融機関*1
（・その他金融機関*2）

農協・その他金融機関*1
（・その他金融機関*2）

日本政策金融公庫
（利子助成事業）

その他金融機関
（信用保証事業）

漁協・農林中金 漁協・農林中金
（・その他金融機関*2）

■貸付限度額
6百万円又は年間経営費等の
6/12

■貸付限度額
１施設あたり300万円  等

■貸付限度額
個人　 　３億円
法人　１０億円

■貸付限度額
個人　 １億５千万円
法人　 ５億円

■貸付限度額  ︓
個人　 １千８百万円
　　　　（特認あり）
法人　 ２億円

・長期運転資金
一般農業者
　個人　６百万円
　法人　２千万円
果樹・畜産
　個人　６百万円
　法人　２千５百万円

■貸付限度額
営農負債の残高

■助成限度額
３億円（利子助成事業）
 8千万円（信用保証事業）

■貸付限度額
個人　9千万円
法人　3億6千万円

■貸付限度額
漁船漁業　4千万円
養殖業　　 4千万円
定置漁業　小型　4千万円
　　　　　　　大型　8千万円

■融資率
　100／100

■融資率
　原則  80/100

■融資率
　100／100

■融資率
　80／100

■融資率
　100/100

■融資率
　100／100

■融資率
　各対象資金の定めによる

■融資率
　原則  80/100

■融資率
　100/100

・対象資金
　県単独資金

償還期間(年） 15年以内(うち据置3年以内) 15年以内（うち据置3年以内）
25年以内（うち据置10年以内） 25年以内(うち据置10年以内) 10年以内(うち据置3年以内) 15年以内(うち据置7年以内) 10年以内（据置3年以内） 各対象資金の定めによる

設備資金︓5〜20年以内
（据置3年以内）

長期運転資金︓5年以内
（据置2年以内）

10年以内（据置3年以内）

利子補給（助成）期間 貸付当初７年間無利子化
※林業は貸付当初10年間

貸付当初７年間無利子化
※林業は貸付当初10年間 貸付当初５年間無利子化 貸付当初５年間無利子化 貸付当初７年間無利子化 貸付当初５年間無利子化 貸付当初10年間無利子化 貸付当初７年間無利子化 貸付当初５年間無利子化

貸付金利 0.60%〜1.05% 0.60%〜1.20% 0.60%〜1.20% 1.20% 0.60%〜1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

災害資金等に係る利子
補給（助成）率【注】 0.60%〜1.05% 0.60%〜1.20% 0.60%〜1.20% 1.20% 0.60%〜1.20% 1.20% 各対象資金の定めによる 1.20% 1.20%

実質金利【注】 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

債務保証料 保証料免除
（通常保証料  0.40%）

当初５年間の保証料免除
（通常保証料  1.20%）

当初５年間の保証料免除
（通常保証料  0.15%〜1.80％）

保証料免除
（通常保証料  0.54%） 通常保証料  1.19%

　　　　その他金融機関*2︓制度的には可能ですが、資金毎に県との利子補給契約が必要となります。

　　　　その他金融機関*1︓大分銀行、豊和銀行、伊予銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県信用組合

■令和６年台風10号にかかる農林水産業者等への災害対応資金一覧

水　　　　産

・償還困難な営農負債の借換資
金

・償還困難な漁業経営負債の借
換資金・設備資金

団体指導・金融課

【共通】農業・林業・水産

区　　　分

農　　　　業

使  途  等 ・長期運転資金（種苗購入又は
育成にかかる経費が対象）

限  度  額  等

【注】  各支援措置は、国によるものと県・市によるもの（特定災害対策緊急資金）があり、両者の支援措置が重複する場合は、国の支援措置が優先適用されます。また、事業内容等によって、災害以外の支援措置が適用される場合もあります。


